
『 部 活 動 の 地 域 展 開 （ 移 行 ） 』 通 信

～ ≪  学 校 ≫   から ≪  地 域 ≫  の 活 動 へ ～

R８.2 越前町教育政策推進室

町ではこれまで、検討委員会や関係団体の皆様と協議し、部活動の地域展開に関する検討を進めて来ました。

令和８年度より、休日の活動を地域に展開（移行）することにより、学校部活動の在り方が大きく変わります。

Vol.６

■ 今後の休日の活動について

① 令和８年度より、原則、休日（土日祝）の学校部活動を行わなくなります。

・ 今後も継続して休日の活動を行いたい場合は、町内外の地域クラブに加入してください。

・ 大会や練習試合も、地域クラブで行う体制を整備していきます。

・ 平日の部活動は現状どおり行います。

➁ 地域クラブの活動は、原則、受益者（＝参加者）負担で行います。

・ 学校管理下の活動ではないため、参加費用や活動場所への送迎といった負担が発生します。

・ 部活動がそのまま地域に移るわけでは無く、学校の「部活動」が、地域の「クラブ活動」に変わります。

■ 休日の活動の実施体制について

① 運動部 － スポーツ活動の体制

➁ 文化部 － 文化芸術活動の体制

・ 吹奏楽 ： まずは、４中学校の合同部活動を行い、地域クラブの開設を目指します。

・ その他 ： 現状どおり、平日の部活動を継続して行います。（美術部、陶芸部）

町文化協議会登録団体に、中学生を受け入れることが可能な活動もたくさんあります。

※ 町内中学校に設置されている文化部のうち、休日の活動を行っているのは吹奏楽のみです。

★ 長期休業期間（夏季・冬季・春季）の取扱い方

・ 休業期間においても、暦どおりの扱いとします。

・ 平日は、学校部活動を行います。

・ 休日は、地域クラブを行う場合があります。（実施の有無は、種目によって異なります）

【継続】

【新規】R8～

バレーボールクラブ

卓球クラブ

剣道クラブ

えちぜんスポーツクラブ
（総合型地域スポーツクラブ）

従来の活動

（各種スクール・イベント）

地域展開枠

（部活動の受け皿となる地域クラブ）
ホッケークラブ

軟式野球クラブ

ソフトテニスクラブ

＜ 開設クラブ ＞

・ えちぜんスポーツクラブに、部活動の受け皿となる地域クラブを開設します。

・ 学校の垣根を越え、町内中学校生徒が一同に集まって活動を行います。

・ 国や県のガイドラインに従いつつ、中学校と連携しながら活動します。

・ 目的に合わせ、自主的、主体的に活動を選択してください。

A ： 平日の部活動と同じ競技のクラブに参加する

B ： 平日の部活動と違う競技のクラブに参加する

C ： 休日の活動に参加しない ※地域クラブへの参加は任意です。
か



◇ 地域展開に関する意見投稿が出来ます。

URL ： https://forms.office.com/r/GQUknay2vA

◇小学6年生の地域クラブへの体験参加も可能です。

お問い合わせは、「えちぜんスポーツクラブまで」

TEL ： 0778－34－0703 Mail  :  info@echispo.sakura.ne.jp

※ 地域クラブによって、ご希望に添えない場合もあります。

■ 受益者負担について

① 費用負担 （令和8年度より徴収します）

➁ 送迎負担

活動場所までは、各自で移動をお願いします。 … 自家用車による送迎、自転車、徒歩

※ 大会や練習試合に係る移動手段（町外に限る）については、従来どおり、町負担でバスを運行する予定です。

徴収金額

【会費】 2,000円/月額 ×12カ月 ＋ 【保険料】 800円/年額 ＝ 24,800円/年・人 程度

・ 【会費】 … 1カ月あたり4回（週1回）のクラブ活動 × 500円/回 ＝ 2,000円/月額

・ 【スポーツ安全保険料】 …  800円/年（該当する年度の3月31日までが対象）

※ 種目により、会費の増減や、大会登録料などが必要な場合があります。

集金対応

・ 年4回（3ヶ月ごと）、徴収の時期を設けます。

・ 指定日に事務局が活動場所に出向き、現金にて集金します。

・ 指定日の集金が出来ない場合、えちぜんスポーツクラブ事務所に持参してもらいます。

・ 途中入会、途中脱退する場合は、別途対応します。

会費の例外的対応

・ 下記の場合、徴収金額が変動する場合があります。

‣ 状況❶ 活動回数が月4回を上回る場合 … 大型連休中など

対応 ５００円/回を加算する。

‣ 状況➋ 活動回数が月４回を下回る場合 … 年末年始、地域クラブの状況による

対応 ５００円/回を減算する。

※ クラブの実施回数が基準であり、生徒の出欠回数で計算するものではありません。

・ 金額の変動（加算と減算）は、３ヶ月ごとに精査し、次回集金時にその差額を徴収します。

・ 最終的な余剰分があった場合、返金対応します。

■ 大会の出場、練習試合の実施について （基本的な考え方）

① 大会の出場について

・ 令和8年度中体連夏季大会は、学校の部活動で出場します。

※ 学校で大会に出場するにあたり、大会前の一定期間に限り、休日の学校部活動を行う種目もあります。

・ 令和8年度中体連秋季大会以降は、地域クラブで出場出来る体制を整えて行きます。

※ 地域クラブの状況によっては、学校で大会に出場する場合があります。

➁ 練習試合の実施について

・ 令和8年度より、地域クラブで行うことを基本とします。

★ 令和8年度より、原則、休日（土日祝）の学校部活動を行わないことから、

地域クラブに参加していることが、休日を中心に行われる、大会や練習試合に参加する前提となります。

・何件でも投稿OK！

・回答は町HPで！

◇地域展開の内容や進捗状況は、町HPよりご覧になれます。

◇その他お問い合わせは、各中学校 又は 教育政策推進室まで

教育政策推進室 TEL ： 0778－34－8705

Mail ： kyouiku@town.echizen.lg.jp

https://forms.office.com/r/GQUknay2vA
mailto:info@echispo.sakura.ne.jp
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